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※ 1 特定世帯は 1 万 2,000 円、特定継続世帯は 1 万 8,000 円になります。
※ 2 特定世帯は 4,200 円、特定継続世帯は 6,300 円になります。
※ 3 特定世帯は 420 円、特定継続世帯は 630 円になります。
特�定世帯・特定継続世帯とは

国民健康保険の加入者が後期高齢者医療保険に移ったことにより、その世帯で国民健康保険に残る人が 1
人だけになる世帯のうち、5 年を経過するまでの世帯を特定世帯といい、6 年から 8 年を経過するまでの
世帯を特定継続世帯といいます。

　

税
額
は
、医
療
給
付
費
分
（
医
療
分
）、

後
期
高
齢
者
支
援
金
分
（
支
援
分
）、
介

護
納
付
金
分
（
介
護
分
）
と
子
ど
も
・

子
育
て
支
援
納
付
金
分
（
子
ど
も
分
）

の
①
か
ら
③
の
合
計
金
額
で
す
。

　

国
民
健
康
保
険
税
額
決
定
通
知
書
は
、

６
月
中
旬
に
発
送
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

届
き
ま
し
た
ら
内
容
を
ご
確
認
く
だ
さ

い
。　

保
険
税
等
の
特
別
徴
収

　

次
の
条
件
を
す
べ
て
満
た
す
方
は
、

自
動
的
に
特
別
徴
収
（
年
金
天
引
き
）

と
な
り
ま
す
。

▽�

世
帯
主
が
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し

て
い
る
方

▽�

国
民
健
康
保
険
加
入
者
全
員
が
65
歳

以
上
75
歳
未
満
で
構
成
さ
れ
て
い
る

世
帯

▽�

世
帯
主
が
、
年
額
18
万
円
以
上
の
年

金
を
受
け
取
っ
て
い
る
方

▽�

国
民
健
康
保
険
税
と
介
護
保
険
料
の

合
計
額
が
、
年
金
額
の
２
分
の
１
を

超
え
な
い
方

※�
届
出
を
し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
よ
り
、

国
民
健
康
保
険
税
の
納
付
方
法
を
年

金
か
ら
の
特
別
徴
収
で
な
く
、
口
座

振
替
に
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

子
ど
も
子
育
て
支
援
金
制
度
が

は
じ
ま
り
ま
す

　

令
和
8
年
度
か
ら
、
児
童
手
当
の
拡

充
や
妊
婦
の
た
め
の
支
援
給
付
な
ど
に

充
て
ら
れ
る
「
子
ど
も
子
育
て
支
援
金

制
度
」
が
は
じ
ま
り
ま
す
。
社
会
保
険
、

国
民
健
康
保
険
、
後
期
高
齢
者
医
療
制

度
と
い
っ
た
す
べ
て
の
健
康
保
険
の
加

入
者
か
ら
支
援
金
を
拠
出
い
た
だ
き
、

子
ど
も
や
子
育
て
世
帯
を
社
会
全
体
で

支
え
る
制
度
で
、
令
和
10
年
度
ま
で
段

階
的
に
引
き
上
げ
ら
れ
る
見
込
み
で
す
。

　

大
口
町
で
は
、
被
保
険
者
の
税
負
担

が
令
和
7
年
度
と
同
程
度
と
な
る
よ
う
、

「
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
金
分
」
の
新

設
に
合
わ
せ
て
税
率
等
を
改
定
し
て
い

ま
す
。

令
和
８
年
１
月
１
日
以
降
に

転
入
さ
れ
た
方
へ

　

今
年
の
１
月
１
日
以
降
に
大
口
町
に

転
入
さ
れ
た
加
入
者
に
つ
い
て
は
、
国

民
健
康
保
険
税
の
算
定
に
必
要
な
所
得

等
を
前
住
所
地
に
照
会
す
る
必
要
が
あ

り
ま
す
。
６
月
は
所
得
の
な
い
状
態
で

一
旦
賦
課
計
算
を
お
こ
な
い
、
確
認
の

取
れ
た
７
月
以
降
に
更
正
し
ま
す
。

　

更
正
通
知
書
に
つ
い
て
は
、
該
当
の

方
に
毎
月
10
日
前
後
に
送
付
し
ま
す
の

で
、
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

●課税対象所得額は、前年の総所得金額等から基礎控除 43 万円を差し引いた額です。
●�子ども子育て支援納付金分の均等割は、18 歳に達する日以後最初の 3 月 31 日までの被保険者は全額軽

減されます。

国
民
健
康
保
険
税
額
が
決
定
し
ま
し
た

医療給付費分 後期高齢者支援金分 介護納付金分 子ども・子育て支援納付金分

所得割①

均等割②

平等割③

最高限度額

課税対象所得額
×8.13％

課税対象所得額
×3.10％

課税対象所得額
×2.65％

課税対象所得額
×0.24％

被保険者数
×3万4,200円

被保険者数
×1万3,200 円

被保険者数
×1万3,500 円

被保険者数
×1,248 円

1世帯当たり
2万4,000 円（※1）

1世帯当たり
8,400 円（※2）

1世帯当たり
6,600 円

1世帯当たり
840円（※3）

67万円 26万円 17万円 3万円

保険税額
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左
の
表
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
世
帯
は
減
免
が
受
け
ら
れ
ま

す
。
原
則
と
し
て
申
請
日
か
ら
７
日
後
よ
り
前
の
納
期
分
に
は
適

用
で
き
ま
せ
ん
の
で
早
め
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

持�

ち
物　

国
民
健
康
保
険
税
額
決
定
通
知
書
、
減
免
理
由
が
証
明

で
き
る
書
類

減免事由 減免額

①�世帯の前年中の総所得金額が 400 万円以下で、今年の所
得見込額が前年総所得金額の 3 分の 2 以下に減少すると認
められる方

所得割額の全部から 100 分の 20

②�現に継続して 6 か月以上療養中の方、もしくは継続して 6 か
月以上療養を要すると認められる方のうち、①に該当する方 所得割額の全部から 100 分の 20

③�雇用保険法の規定により基本手当（失業・休業等）の受給
資格を要する方のうち、前年中の総所得金額が 400 万円
以下の方

受給資格を有する方について算定した
税額にかかる所得割額（支給対象期間）
の全部から 100 分の 30

④�世帯主またはその世帯に属する被保険者所有の住宅および
家財について損害を受けた方のうち、前年中の総所得金額
の合計が 600 万円以下で、当該損害金額（保険金等によ
り補填される金額を除く）が 3 割以上の方

税額の全部または所得割額の
100 分の 50 から 100 分の 12.5

※①から④のうち 2 つ以上に該当する場合は、減免額の大きい規定を適用します。
※�減免事由が虚偽または不正な行為であることが明らかになった場合には、減免額の全部または一部を返還していただきます。

減免制度・軽減制度は、所得が無申告の方は対象になりません。必ず申告してください。重要

課税軽減　世帯の所得が一定基準を下回る場合には、均等割額および平等割額に限り、保険税を軽減します。

加入者全員の所得合計

７割
軽減

５割
軽減

２割
軽減

軽減額

医療給付費分 後期高齢者支援金分 介護納付金分

均等割額 平等割額 均等割額 平等割額 均等割額 平等割額

43万円＋10万円×
（給与所得者等の数－1）以下

43万円＋（31万円×
被保険者数）＋10万円
×（給与所得者等の数－1）以下

43万円＋（57万円×
被保険者数）＋10万円×
（給与所得者等の数－1）以下

2万3,940円

1万7,100円

6,840 円

1万6,800円

1万2,000円

4,800 円

9,240 円

6,600 円

2,640 円

5,880 円

4,200 円

1,680 円

9,450 円

6,750 円

2,700 円

4,620 円

3,300 円

1,320 円

子ども・子育て支援納付金分

均等割額 平等割額

874 円

624 円

250 円

588 円

420 円

168 円

軽減なし世帯

７割軽減世帯

５割軽減世帯

２割軽減世帯

1 万 7,100 円

5,130 円

8,550 円

1万 3,680 円

6,600 円

1,980 円

3,300 円

5,280 円

医療給付費分 後期高齢者支援金分

600 円

180 円

300 円

480 円

子ども・子育て支援納付金分

（注）特定同一世帯および特定継続世帯は、それぞれの平等割額から 7割・5割・2割の各軽減を適用します。
未就学児の均等割額の軽減　未就学児の方（６歳到達の年度末まで）の均等割額について、国民健康保険の資格が生
　じた日の属する月から一律５割を軽減しています。

減税制度

軽減制度
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ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
を
使
用

し
ま
し
ょ
う

　

倒
産
や
解
雇
、
雇
い
止
め
な
ど
に
よ
る

離
職
を
さ
れ
た
方
は
、
国
民
健
康
保
険
税

が
軽
減
対
象
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

対
象
者

離
職
日
の
翌
日
か
ら
翌
年
度
末
ま
で
の

期
間
に
お
い
て
、
次
の
い
ず
れ
か
と
し

て
求
職
者
給
付
（
基
本
手
当
等
）
を
受

け
る
方

▽
雇
用
保
険
の
特
定
受
給
資
格
者

　

(

倒
産
・
解
雇
な
ど
に
よ
る
離
職)

▽
雇
用
保
険
の
特
定
理
由
離
職
者

　

(

雇
い
止
め
な
ど
に
よ
る
離
職)

※�

雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証
の
離
職
理

由
が
「
11
・
12
・
21
・
22
・
23
・
31
・

32
・
33
・
34
」
に
該
当
さ
れ
る
方

※�

高
年
齢
受
給
資
格
者
お
よ
び
特
例
受
給

資
格
者
の
方
は
対
象
に
な
り
ま
せ
ん
。

軽
減
方
法

前
年
の
給
与
所
得
を
１
０
０
分
の
30
と

み
な
し
て
保
険
税
を
算
定
し
ま
す
。

軽
減
期
間

離
職
日
の
翌
日
か
ら
翌
年
度
末
ま
で
の

期
間

※�

雇
用
保
険
の
求
職
者
給
付
（
基
本
手
当

等
）
を
受
け
る
期
間
と
は
異
な
り
ま
す
。

※�

届
出
が
遅
れ
て
も
遡
っ
て
軽
減
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

※�

国
民
健
康
保
険
に
加
入
中
は
、
途
中
で

就
職
し
て
も
引
き
続
き
対
象
と
な
り
ま

す
が
、
会
社
の
健
康
保
険
に
加
入
す
る

な
ど
、
国
民
健
康
保
険
を
脱
退
す
る
と

終
了
し
ま
す
。

申
請
に
必
要
な
物

国
民
健
康
保
険
税
額
決
定
通
知
書
、
雇

用
保
険
受
給
資
格
者
証
、マ
イ
ナ
ン
バ
ー

が
わ
か
る
も
の
、
本
人
確
認
が
で
き
る

も
の

医
療
費
一
部
負
担
金
の
減
免

　
震
災
、
風
水
害
等
で
著
し
い
損
害
を
受

け
た
場
合
、
医
療
費
一
部
負
担
金
の
減
免

を
受
け
ら
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
詳
し

く
は
戸
籍
保
険
課
ま
で
お
問
い
合
せ
く
だ

さ
い
。

医
療
費
適
正
受
診
の
お
願
い

　

次
の
負
傷
は
保
険
適
用
さ
れ
ま
す
。

柔
道
整
復
施
術

▽
骨
折
、
脱
臼
（
医
師
の
同
意
が
必
要
）

▽
打
撲
、
捻
挫
、
挫
傷

※�

日
常
的
な
筋
肉
疲
労
や
疲
れ
、
慢
性
病

の
場
合
は
保
険
適
用
で
き
ま
せ
ん
の
で

ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　

次
の
負
傷
で
医
師
の
同
意
が
あ
る
場
合

は
保
険
適
用
さ
れ
ま
す
。

は
り
・
き
ゅ
う

▽�

神
経
痛
、
リ
ウ
マ
チ
、
頸
椎
捻
挫
後
遺

症
な
ど
慢
性
的
な
痛
み
の
あ
る
病
気

あ
ん
摩
・
マ
ッ
サ
ー
ジ

▽�

筋
麻
痺
、
関
節
拘
縮
等
の
症
状
で
医
療

　

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
（
後
発
）
医
薬
品
と
は
、

安
全
性
や
効
能
は
新
薬
と
同
等
と
認
め
ら

れ
て
い
る
安
価
な
医
薬
品
で
す
。
ジ
ェ
ネ

リ
ッ
ク
医
薬
品
を
使
用
す
る
こ
と
で
、
薬

代
が
節
約
で
き
ま
す
。

　

希
望
さ
れ
る
方
は
、
薬
局
で
薬
を
処
方

さ
れ
る
時
に
、
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
希

望
カ
ー
ド
等
を
提
示
し
て
い
た
だ
く
か
、

「
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
を
希
望
し
ま
す
」

と
薬
剤
師
へ
お
伝
え
く
だ
さ
い
。

※�

医
師
の
診
断
に
よ
り
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医

薬
品
に
変
更
で
き
な
い
場
合
が
あ
り
ま

す
。
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合
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先
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税
負
担
の
緩
和
に
も

つ
な
が
る
よ
！

「
倒
産
・
解
雇
な
ど
に
よ
る
離

職
」・「
雇
い
止
め
な
ど
に
よ
る

離
職
」
を
さ
れ
た
方
へ

上
必
要
と
さ
れ
る
症
例

※�

疲
労
回
復
等
を
目
的
と
す
る
施
術
は
保

険
適
用
で
き
ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ

さ
い
。

春
の
夜
や
み
け
ん
の
し
わ
の
気
に
な
り
て

渡
辺
す
み
子

田
起
こ
し
や
待
ち
わ
び
て
ゐ
る
鳩
雀葉

山　

忠
己

乳
母
車
仔
犬
顔
出
す
春
の
昼

松
坂　

年
造

病
室
の
小
さ
き
窓
や
春
惜
し
む

吉
田　

美
穂

小
さ
き
靴
ぬ
が
し
や
る
兄
す
み
れ
草安

藤　

亮
子

二
百
余
年
渡
せ
し
舟
や
花
吹
雪

平
本
の
り
子

か
た
く
り
の
開
き
初
め
た
る
花
の
友相

川
八
重
子

満
開
の
桜
戴い

た
だき
屋
形
船

田
中
百
百
代

玄
関
に
菜
の
花
一
輪
明
る
か
り

水
野　

邦
子

老ろ
う
か
ん幹

の
を
ち
こ
ち
噴ふ

け
る
桜
花

土
川　

照
恵

春
風
に
そ
っ
と
寄
り
添
う
花
筏

吉
田　

雄
亮

咲
く
花
の
衣
装
を
変
え
た
鮮
や
か
さ高

橋
あ
や
子

春
冷
え
に
ぬ
く
も
り
残
る
猫
の
席

天
野　

信
和

邪
魔
を
す
る
マ
イ
ナ
ス
思
考
文
字
に
書
き

数
川　

謙
二

ダ
イ
エ
ッ
ト
し
す
ぎ
て
脆
く
な
っ
た
骨

八
木
百
合
子

保
険
税
は
口
座
振
替
で

　

国
民
健
康
保
険
税
は
、
原
則
、
口
座
振

替
で
の
納
付
を
お
願
い
し
て
い
ま
す
。

　

銀
行
の
お
届
け
印
・
通
帳
・
キ
ャ
ッ
シ
ュ

カ
ー
ド
を
お
持
ち
い
た
だ
き
、
役
場
戸
籍

保
険
課
で
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。


